
東海村ふるさと納税
返礼品を募集しています

村内事業者の
皆さんへ

　村では、郷土愛の醸成と東海村の魅力を全国に発信することを目的として、10月から、東海村にふるさと
納税の寄付をした村外の方に対して、村の特産品等（返礼品）の発送を開始します。返礼品の募集は随時行って
いますので、村内事業者の皆さんは、返礼品の出品にぜひご協力ください。

【問い合わせ】産業政策課商工担当（☎282-1711 内線1269･1270）

応募方法等

対 象▼村内に本店、支店、営業所、工場等のいずれかを有する法人または個人事業主で、▽村税に滞納が
ない▽関係法令に基づき生産等を行っている▽メールでの注文受け付け、商品の梱

こんぽう

包、集荷の対応ができる
――を満たす事業者（食品営業許可を要しない食品等事業者については、適切な衛生管理の実施を証する認
定等を有すること）

申し込み▼所定の申込書に必要事項を記入の上、必要な書類を添えて、産業政策課商工担当（役場行政棟２階）
へ申し込みください。※▽募集要項や申請時に必要な書類等の詳細は、村公式ホームページ（「東海村ふる
さとづくり寄附金返礼品募集」）をご覧ください。▽申込書等は、村公式ホームページからダウンロードで
きます。

返礼品の要件
　以下①～⑥の全ての要件を満たすものに限ります。
①本村の魅力を発信し、地域産業の振興につながる要素をも

つ商品等であること。
②▽村内で生産された▽原材料の主要な部分が村内で生産さ

れた▽村内で製造、加工、その他の主要な工程を行った▽村
の公式キャラクターグッズ▽村内で提供される役務（体験型
サービスまたは代行サービス）▽茨城県内市町村の共通の返
礼品（７月25日時点では常陸牛のみ）――のいずれかに該当す
るもの。

③食品の場合、発送から７日以上の賞味期限が保証されるも
のであること。

④すでに流通しており、全国各地へ宅配便等で発送できる商品であること（役務を除く）。
⑤受注後、速やかに発送できる商品であること（季節商品、受注生産品を除く）。
⑥返礼品として提供可能なロット数が５個以上の商品であること（受注生産品、役務を除く）。

出品事業者募集説明会を開催します
　村の返礼品として認定されたものは、「ふるさと納税サイト」
へ登録されます。サイトへの登録方法をはじめ、梱包、集荷、
代金の受け取りの流れなどの説明会を開催します。当日は、返
礼品の応募受け付けも行いますので、ぜひご参加ください。
期 日▼８月２日（金）
時 間▼▽10時～ 11時30分 ▽午後１時30分～３時 ▽午

後７時～８時30分 ※内容は各回とも同じです。
場 所▼東海村産業･情報プラザ「アイヴィル」
その他▼事前申し込みは不要です。

（返礼品のイメージ）
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